
平

岩

親

吉

と

御

赫

衆

―
金
桜
神
社
所
蔵

「神
前
文
書
」
を
中
心
と
し
て
―

は

じ

め

に

甲
府
市
御
岳
町
に
あ
る
甲
州
御
嶽

・
金
桜
神
社
所
蔵
の
金
桜
神
社
文
書
の
内

に
、
「神
前
文
書
」
と
呼
ば
れ
、
他
の
文
書
と
は
区
別
さ
れ
て
神
社
の
神
前
に

保
管
さ
れ
、
神
主
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
き
た

一
連
の
文
書
が
あ
る
。
点
数
は

三
七
点

（
一
般
の
文
書
は
二
七
二
九
点

・
計

二
七
六
六
点

・
『
甲
府
市
史
史
料

目
録
　
近
世
①
』
に
よ
る
）
で
あ
る
。

こ
の

「神
前
文
書
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
『
甲
斐
国
社
記

・
寺
記
』
第

一

巻
に
、
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。

天
正

一
〇
年

一
二
月
五
日
の
徳
川
家
康
印
判
状
ほ
か

一
四
通
の
文
書
の
写
を

記
し
た
あ
と
、
「右

ハ
天
正
十
年
八
月
徳
川
家
康
公
入
国
有
レ
之
、
依
三催
促
一味

方
二
馳
参
ル
節
よ
り
、
平
岩
七
之
助
親
吉
二
属
ン
、
徳
川
家
関
東
国
替
二
而
、
親

吉
上
州
厩
橋
に
引
移
、
同
所

へ
交
代
致
二勤
番
一、
慶
長
五
年
二
至
徳
川
家

一
統

之
後
、
猶
又
親
吉
本
州
城
代
と
相
成
、
同
十
二
年
尾
州
犬
山

へ
回
替
之
後
迄
附

属
罷
在
候
、
当
社
神
官
御
嶽
衆
知
行
高
其
外
朱
印

・
黒
印
等
、
当
時
所
持
之
分

写
、
前
書
之
通
二
御
座
候

（句
読
点

・
返
り
点
は
筆
者
Ｘ

Ｌ
記
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
金
桜
神
社
の
神
官
達

。
い
わ
ゆ
る
御
嶽
衆
は
、
天
正

一
〇

藤

血
（

男

年
八
月
の
徳
川
家
康
の
甲
斐
入
国
の
際
、
味
方
と
な
り
、
平
岩
親
吉
に
附
属
し

た
。
そ
し
て
、
天
正

一
八
年
家
康
が
関
東

へ
移
封
と
な
る
と
、
平
岩
親
吉
も
上

州
厩
橋
に
移
り
、
御
嶽
衆
も
そ
の
ま
ま
附
属
、
慶
長
五
年
の
家
康
の
統

一
の

後
、
ふ
た
た
び
甲
府
城
代
と
な

っ
た
親
吉
に
従
い
、
さ
ら
に
慶
長

一
二
年
尾
張

犬
山

へ
国
替
に
な

っ
た
親
吉
に
附
属
し
た
。

こ
う
し
た
間
の
御
森
衆
の
知
行

高

・
朱
印

・
黒
印
状
な
ど
、

「当
時
所
持
之
分
写
」
を
書
き
あ
げ
た
と
あ
り
、

こ
れ
を
も
と
と
し
た

「神
前
文
書
」
と
し
て
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、　
こ
れ
ら

一
連

の

「
神
前
文
書
」
は
、
先
記
の

『
甲
斐
国
社
記

・
寺

記
』
に

「
写
」
が
掲
載
さ
れ
、　
ま
た
、
『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第

一
巻
に
、
御

嶽

（金
桜
）
神
社
文
書
と
し
て

一
七
通
が
採
用
さ
れ
て
、
永
禄
七
年

一
一
月
二

四
日
の
武
田
晴
信
印
判
状
が

『
甲
州
古
文
書
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
以
外

は
、

『
甲
斐
国
社
記

・
寺
記
』
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
、
原
本
は
存
在
し
な
い
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
現
実
に
は
前
述
の
よ
う
に

「
神
前
文
書
」
と
し
て
保
管

さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
現
存
す
る

「神
前
文
書
」
を
中
心
と
し
て
、
平
岩
親
吉
と
御

嶽
衆
の
動
向
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
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一

御
嶽
衆
と
は
、
武
川
衆

。
津
金
衆
な
ど
の
よ
う
に
、
個
人
で
は
な
く
、
地
域

集
団
と
し
て
戦
国
大
名
武
田
氏
に
仕
え
て
い
た
武
士
団
を
い
う
。
御
嶽
衆
は
本

来
、
甲
州
御
嶽
山

・
金
峰
山
を
山
官
と
す
る
金
桜
神
社

（御
嶽
権
現
社
）
の
御

師
で
あ

っ
た
が
、
金
峰
山
が
甲
斐
と
信
濃
の
国
境
に
あ
り
、
甲
斐
の
北
山
筋

・

逸
見
筋

・
万
力
筋
な
ど
に
通
ず
る
要
衝
に
あ

っ
た
た
め
、
武
田
氏
は
御
嶽
衆
を

家
臣
団
と
し
て
こ
の
地

・
甲
斐
北
部
の
国
境
警
備
の
任
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。

御
嶽
山
は
、
『
甲
斐
国
志
』
に
、
慶
長

一
二
年
三
月
二
三
日
火
災
が
あ
り
、

社
中

。
人
家
残
ら
ず
類
焼
し
て
し
ま
い
、
神
庫

・
勅
書

・
御
朱
印

・
武
田
代
々

の
黒
印

・
神
前
例
法
な
ど
残
ら
ず
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
れ
以
前
の
由

緒
は
不
明
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
時
か
ら
御
嶽
衆
が
武
田
氏
に

仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
永
禄
七
年

一
一
月
二

四
日
と
天
正
九
年
二
月
二
日
附
の
武
田
家
印
判
状
が
あ
り
、
３
新
編
甲
州
古
文

書
』
。
「神
前
文
書
」
と
も
写
）
、
「御
縁
之
内
普
請
免
許
」
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ

以
前
よ
り
士
分
に
あ
っ
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
武
田
氏
領
有
時
代
の
御
嶽
衆
の
動
向
は
、
不
明
な
部
分
が
多

く
、
華
か
な
活
動
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
単
な
る
辺
境
警
備
隊
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
御
嶽
衆
が
本
領
を
発
揮
す
る
の
は
、
天
正

一
〇
年
の
武
田
氏

滅
亡
以
降
で
あ
る
。

武
田
氏
が
嫉
亡
す
る
と
ま
も
な
く
、
御
嶽
山
は
織
田
信
長
の
禁
制

（
天
正

一

〇
年
四
月

。
原
本

・
神
前
文
書
）
を
受
け
、
八
月
に
は
御
嶽
衆
が
徳
川
家
康
の

傘
下
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
く
。

天
正

一
〇
年
八
月

一
〇
日
の
徳
川
家
康
印
判
状
は
、
御
嶽
足
沢
小
屋
仕
置
事

と
長
子
の
番
所
の
事
を
命
ぜ
ら
れ
、
相
原
内
匠
助

・
深
沢

一
左
衛
門

・
藤
巻
因

幡

・
御
嶽
十
人
衆
に
あ
て
ら
れ
て
い
る

（
原
本

。
神
前
文
書
）
。

続
い
て
八
月

一
一
日
に
は
、
御
緑
衆
が
所
領
を
あ
て
が
わ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
相
原
内
匠
助
が
平
瀬
で
七
〇
貢
文

。
亀
沢
で
五
〇
貢
文

（計

一
二
〇
貢

文
）
。
被
官
夫
丸
の
事
を

「今
度
依
忠
節
」
あ
て
が
わ
れ

（
原
本

・
神
前
文
書
）
、

相
原
兵
都
左
衛
門

。
同
惣
左
衛
門

・
同
才
兵
衛

・
清
三
郎

。
同
九
左
衛
門

・
同

助
五
郎

。
同
助
之
丞

。
同
彦
三
の
八
名
が
常
小
地
で

一
〇
〇
貢
文

・
牛
句
で
七

〇
貫
文

（
計

一
七
〇
貫
文
）
を
あ
て
が
わ
れ

（原
本

・
神
前
文
書
）
、
内
藤
又

右
衛
門

。
同
七
左
衛
門

・
下
条
九
左
衛
門

。
同
作
右
衛
門

・
同
弥
兵
衛

。
塩
入

久
右
衛
門

・
相
原
清
七
郎

・
石
原
次
右
衛
門

・
相
原
清
次
郎

・
窪
寺
藤
三

・
知

野
浮
右
衛
門
の
一
一
名
が
百
々
で
七
〇
貫
文

・
蔵
野
で
二
五
貫
文

・
福
沢
で
二

五
貫
文

・
千
塚

の
内
長
塩

で

一
〇
貫
文

（計

一
三
〇
貫
文
）
を
あ
て
が
わ
れ

（原
本

・
神
前
文
書
）、
御
緑
衆
二
〇
人
が
徳
川
家
康
の
家
臣
団
に
編
入
さ
れ

た
。こ

れ
ら
の
文
書
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
先
述
の

『
社
記

・
寺
記
』
に
よ

れ
ば
、
こ
の
段
階
で
平
岩
親
吉
に
附
属
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
相
原
内
匠
助
宛
の
印
判
状
を

一
例
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。

「
　

（
徳
川
家
印
判
状
）

甲
州
平
瀬
之
内

七
十
貫
文
亀
沢
之
内

工
拾
貫
文
弄
被
官

夫
丸
等
之
事

右
今
度
依
レ遂
こ忠
節
一

所
三宛
行
一不
レ
可
レ
有
相
違

弥
守
三
此
旨
一可
レ
抽
工
軍
忠
一之



状
如
レ
件

岡
口
次
郎
右
衛
門

天
正
十
年
　
　
　
　
奉
之

①
難
夢

相
原
内
匠
助
殿
　
　
　
　
」

御
嶽
衆
が
所
領
を
安
堵
さ
れ
て
ま
も
な
く
、
八
月
二
一
日
に
、
い
わ
ゆ
る
天

正
壬
午
起
請
文
が
作
製
さ
れ
、
徳
川
家
康
に
服
属
し
た
武
田
旧
臣
八
九
五
名
が

証
文
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
な
か
に
御
嶽
衆
と
し
て
、
相
原
内
匠
介

・
内
藤
縫
殿
介

・
深
沢
市
左
衛

門

・
渡
都
三
左
衛
門

。
相
原
兵
都
左
衛
門

・
下
条
九
郎
左
衛
門

・
千
野
又
右
衛

門

・
千
野
七
左
衛
門

。
相
原
宗
左
衛
門

。
相
原
才
兵
衛

。
相
原
靱
負

・
下
条
作

右
衛
門

・
下
条
弥
兵
衛

。
窪
田
藤
三
郎

・
窪
田
仁
兵
衛

・
千
野
左
門

・
塩
入
久

右
衛
門

・
石
原
治
左
衛
門

。
相
原
九
左
衛
門

・
井
上
市
右
衛
門
ら
、
二
〇
名
の

名
前
が
み
ら
れ
る
。
前
記
印
判
状
と
は
、
多
少
の
名
前
の
触
鰈
が
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
名
前
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
服
都
治
則

「成
瀬
家
に
お
け
る
武
田
遺
臣

―
『
犬
山
旧
事
記
』
慶
長
二
〇
年
大
阪
夏
の
役
の
記
載
よ
り
―
」
３
甲
斐
史
学
』

特
集
―
甲
斐
地
方
史
の
諸
問
題

・
所
収
）
に
詳
し
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
年

・
天
正

一
〇
年
の
一
二
月
に
は
次
の
よ
う
な
文
書
が
四
通
残
さ
れ
て

い
る
。冨
州
鉱
囃
山舞

銭
参
貫
文
棟
別
壱

間
免
許
等
之
事

右
本
給
之
間
不
可

有
相
違
之
状
如
件

天
二
十
年
壬
午

（
い
Ｗ
）
本
多
弥
八

十
二
月
五
日
　
一局
木
九
助

（印
文

「
福
徳
し
　
奉
之

相
原
又
左
衛
門
殿

（
原
本

・
神
前
文
書
）
　
　
」

こ
れ
と
同
文
面
の
文
書
で
、　
〓

一月
六
日
附
で
相
原
才
兵
衛
宛

・
相
原
助
之

丞
宛
、　
〓

一月
九
日
附
で
相
原
神
三
宛

（井
伊
兵
都
少
輔
奉
之
）
の
四
通
が
残

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「棟
別
壱
間
」
が
附
さ
れ
て
い
る
の
は
相
原
又
左

衛
門
と
相
原
才
兵
衛
宛
の
二
通
で
、
他
三
通
は

「
参
銭
参
貫
文
」
の
み
で
あ

Ｚυ
。さ
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
内
容
は
、
金
峰
山
。
す
な
わ
ち
金
桜
神
社
の
賽
銭

の
う
ち
三
貫
文
を
本
給
と
す
る
と
い
う
も
の
で
、
先
の
八
月
の
時
点
と
給
与
形

態
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
現
在
は
五
通
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な

い
が
、
本
来
は
他
の
御
嶽
衆
に
も
給
付
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

徳
川
家
康
は
、
本
能
寺
の
変
の
報
が
伝
わ
る
と
六
月

一
〇
日
に
は
、
家
臣
本

多
信
俊
を
甲
斐
の
河
尻
鎮
吉
の
も
と
に
使
わ
し
て
、
甲
斐
の
経
略
を
申
し
い
れ

た
が
信
俊
は
鎮
吉
に
殺
さ
れ
、
ま
も
な
く
六
月

一
八
日
に
は
河
尻
鎮
吉
も

一
揆

に
殺
さ
れ
た
の
で
、
岡
部
正
綱

・
大
須
賀
康
高

・
成
瀬
正
一
。
日
下
部
定
好
ら

を
派
遣
し
て
鎮
撫
に
成
功
し
た
。
家
康
自
身
が
甲
斐
に
入
国
し
た
の
は
七
月
八

日
で
あ
る
が
、
八
月
に
入
る
と
小
田
原
北
条
氏
が
甲
斐
に
進
軍
す
る
。
そ
し

て
、
甲
斐
の
中
央
部
か
ら
南
部
を
占
め
た
徳
川
軍
と
、
郡
内
地
方

・
信
州
佐
久

地
方
か
ら
進
軍
し
た
北
条
軍
と
対
陣
し
、　
一
一
月
に
は
講
和
が
結
ば
れ
て
甲
斐

は
家
康
が
手
中
に
お
さ
め
た
。
家
康
は
、
こ
の
間
多
数
の
武
田
旧
臣
を
服
属
さ

せ
て
、　
一
二
月
二
一
口
に
浜
松
に
帰
城
し
て
い
る
。

御
嶽
衆
に
対
す
る
所
領
の
安
堵
は
、
八
月
の
時
点
で
は
家
康
の
入
国
後
ま
も
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な
く
で
あ
り
、　
〓

一月
の
分
は
、
正
式
に
甲
斐
が
家
康
に
帰
属
す
る
こ
と
が
決

定
し
て
か
ら
で
あ
る
。

神
前
文
書
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
年
号
不
明
の
平
岩
親
吉
発
給
の
文
書
が
あ

Ｚ
υ
。

「　
　
猶
々
其
村
同
心
二
差

添
平
組
二
申
付
候
上
者

向
後
組
下
無
礼
義
有
之
ニ

其
方
同
心
給

お
ゐ
て
ハ
訴
二
不
及
其
方
仕
置
ニ

明
所
候
て
者
秋
山

可
申
候
以
上

九
右
衛
門
方
二
拾
弐

貫
文
相
渡
向
後者

其
方
平
組
に
諸

都

　
事
尤
侯
恐
憧
謹
言

謝
　
　
　
　
　
　
　
平
七

差
添
、
平
組
二
申
付
」
た
上
は
云
云
、
と
あ
り
、
相
原
内
匠
助

（介
）
が
御
嶽

衆
の
頭
と
し
て
、
組
下
の
仕
置
を
申
付
け
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
一
二
月

一
日
附
の
平
岩
親
吉
の
書
状
に
よ
り
、
御
嶽
衆
が
相
原
内
匠
介

を
頭
と
し
て
同
心
を
組
織
し
、
平
岩
親
吉
に
附
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え

十
す
９
。
『
甲
斐
国
社
記

・
寺
記
』
の
記
事
の
う
ち
に
、
Ｅ

端
、
井
伊
万
千
代
直
政
が

附
属
と
な
り
、
猶
又
平
岩
七
之
助
、
古
府
中
城
代
た
る
に
依
て
、
親
吉
が
手
に

属
し
九
ヶ
年
を
過

（
三
二
頁
Ｘ

と
あ
り
、
親
吉
が
甲
府
城
代
と
な
っ
て
か
ら

親
吉
に
属
し
た
と
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
年
欠
の
一
二
月

一
日
附
の
親
吉

書
状
は
、
天
正

一
〇
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
御
緑
衆
は
、
天
正

一
〇
年
八
月
に
徳
川
家
々
置
と
な

り
、
所
領
を
あ
て
が
わ
れ
て
井
伊
直
政
旗
下
に
属
し
た
が
、　
〓

一月
平
岩
親
吉

が
甲
府
城
代
と
な
る
と
、
相
原
内
匠
助
を
組
頭
と
す
る
御
森
衆
が
組
織
さ
れ

て
、
そ
の
同
心
と
な
り
、　
〓

一月
五
日
か
ら
九
日
頃
に
、
改
め
て
所
領
が
あ
て

が
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ニ

『
甲
斐
国
社
記

・
寺
記
』
は
、
さ
き
の
文
に
続
け
て

「親
吉
が
手
に
属
し
九

ヶ
年
を
過
、
徳
川
家
関
東
国
替
に
て
親
吉
も
上
州
厩
橋

へ
引
移
候
節

ハ
、
交
代

勤
番
い
た
し
、
同
所
に
お
ゐ
て
地
方
を
所
務
し
、
其
後
、
後
陽
成
帝
慶
長
五
年

徳
川
家

一
統
之
後
、
徳
川
五
郎
太
九
之
為
補
佐
、
平
岩
主
計
頭
、
再
本
州
城
代

と
相
成
引
続
附
属
致
居
侯
処
、
同

一
二
年
五
郎
太
丸
封
を
尾
州
犬
山

へ
遷
さ
る

ゝ
に
依
り
て
附
添
可
二
引
移
一
之
旨
沙
汰
有
レ
之
候
得
共
、
厩
橋

へ
勤
番
致
候
節

之
的
例
、
他
国
仕
候
而

ハ
専
務
之
神
勤
軽
忽
に
相
成
、
本
意

に
惇
候
を
相
歎

き
、
知
行
高
返
地
無
禄
に
て
奉
仕
罷
在
、
尤
其
節
犬
山

へ
陪
従
致
子
今
尾
州
家

平
七
親
吉
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
平
岩
七
之
助
親
吉
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
相
原
内
匠
助
の

「
同
心
給
」
が
明
ら
か
と
な

っ
た
の
で
、
秋
山
九
右
衛
門

方
に

一
二
貫
文
を
渡
す
こ
と
、
其
方
を

「平
組
」
と
す
る
こ
と
、
「其
村
同
心
ニ
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に
仕
官
罷
在
候
者
も
有
レ
之
、
当
地
に
引
残
居
侯
神
主
共
二
十
数
人
、
其
外
配

下
共
、
其
後
徳
川
家
之
條
目
に
基
づ
き
吉
国
家

へ
随
身
致
し
免
許
伝
達
を
以
て

社
奉
仕
罷
在
侯

（
三
二
頁

・
反
り
点

・
句
点
筆
者
Ｘ

と
、

そ
の
後
の
動
向
を

記
し
て
い
る
。

御
緑
衆
は
、
天
正

一
八
年
八
月
、
上
州
厩
橋
城
三
万
三
千
石
に
封
じ
ら
れ
た

平
岩
親
吉
に
附
属
し
て
、
上
州
に
移
る
。
が

「
交
代
勤
務
い
た
し
」
と
あ
る
よ

う
に
、
神
社
に
仕
え
な
が
ら
交
代
し
て
厩
橋
に
勤
務
し
た
よ
う
で
あ
る
。

厩
橋
移
封
の
前
年
、
天
正

一
七
年
に
伊
那
熊
蔵
に
よ
る
甲
斐
国
検
地
が
行
な

わ
れ
、
御
嶽
衆
も
、
亀
沢
郷
之
内
芦
沢
村

・
御
嶽
郷

・
平
瀬
郷
之
内
吉
沢
郷
、

な
ど
に
て
、
合
計
二
一
七
九
俵
七
升
四
合
の
所
領
を
確
認
さ
れ
て
い
る

（
天
正

一
七
年

一
一
月
二
三
日
、
「甲
州
御
知
行
書
立
」
。
伊
奈
熊
蔵
花
押

・
黒
印
、
御

嶽
衆
惣
中

・
原
本

・
神
前
文
書
）
。

天
正
三
〇

（
文
禄
元
）
年
二
月
に
は
、
次
の
よ
う
に
知
行
地
が
与
え
ら
れ

る
。
こ
の
文
書
は
、
少
々
長
文
で
あ
る
が
全
文
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

「　
　
知
行
書
出

一局
三
千
弐
十
五
俵
者

此
内

七
百
俵
　
御
組
大
頭
相
原
内
匠
助

増閥
拾俵
牌甥
繍
酵
）

市工（七絣麟　　　脚原中陣鰤衛脇配し

市線骨鱒　　　聞　脚棘丞

申工（弐船鱒　　　四　廟難嘲門

幹
　
獅上

七
拾
俵
　
　
　
　
内
藤
織
部

七
拾
俵
　
　
　
　
相
原
助
丞

六
十
俵
　
　
　
　
窪
寺
久
兵
衛

六（六一鉛車鶏　　　府呻序却翻門尉

六
十
五
表
　
　
　
石
原
次
右
衛
門
尉

耕榊乖　　　　詢麟脚却齢

六
十
表
　
　
　
　
相
原
魏
輸

六
拾
表
　
　
　
　
下
條
源
丞

六
拾
表
　
　
　
　
同
　
文
四
郎

六
拾
表
　
　
　
　
塚
田
左
吉

六
十
表
　
　
　
　
清
水
治
口
丞

右
之
名
所
　
　
　
後
閑
之
郷

合
弐
千
五
百
五
拾
五
俵
三
斗
仁
升
六
合

但
此
内
拾
四
町
五
反
壱
畝
射
れ
歩

一
毛
取
之
所
壱
反
三
τ
斗
取
積

濤
呂
木
郷

高
糎
四
百
六
俵
三
斗
四
合

田（饂
騨
敷

一
毛
取
共

一局
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一
六
十
三
俵
三
斗
四
升
小
神
明
之
内

合
三
千
弐
拾
五
俵
者

三
千
郷
・一而
可
被
致
所
務

者
也
例
如
件

天
正
廿
年
壬
辰

二
月
十
七
日

□
黒
印
・印
文
■嚇
解

（
原
本

。
神
前
文
書
）

（　
）
内
は
、
社
記

・
寺
記
　
　
」

こ
の
文
書
は

『
甲
斐
国
社

記

・
寺
記
』
に
写
が
掲
載
さ

れ
、
そ
れ
が

『
新
編
甲
州
古

文
書
』
に
も
そ
の
ま
ま
採
用

さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
両
者

を
引
用
し
た
論
考
、
例
え
ば
服
都
治
則
前
掲
論
文
、
前
橋
市
史

・
第
二
巻
な

ど
、
い
く
つ
か
が
あ
る
。
こ
れ
を

「神
前
文
書
」
の
原
本
と
比
較
す
る
と
、
文

中
に
示
し
た
よ
う
に
な
る
。
数
字
の
異
同
が
四
か
所
、
名
前
の
異
同
が
五
か
所

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
と
は
な
ら

な
い
が
、
濤
呂
木
郷
の
次
の
項
に
、
社
記

・
寺
記
で
は

「
田
口
留
屋
敷
」
と
あ

る
が
、
原
本
で
は

「
田
畠
屋
敷
」
と
な
っ
て
い
て
、
文
書
の
内
容
を
検
討
す
る

場
合
に
は
こ
の
読
み
違
え
は
、
大
き
い
違
い
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
社
記

・
寺
記
で
は
、
校
注
に

「加
藤
光
泰
印
判
状
」
と
あ
り
、
甲
州

吉
文
書
で
は

「
平
岩
親
吉
知
行
書
立
写
」
と
あ
る
。
天
正
三
〇
年
の
甲
斐
の
領

主
は
加
藤
光
泰
で
あ
る
の
で
、
社
記

・
寺
記
で
は
単
純
に
加
藤
光
泰
黒
印
状
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
平
岩
親
吉
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

は
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
所
領
の
所
在
地
が
、
後
閑
之
郷
は
前
橋
市
後
閑
町
、
溝

呂
木
之
郷
が
群
馬
県
勢
多
郡
赤
木
村
溝
呂
木
、
小
神
明
が
前
橋
市
小
神
明
町
に

相
当
し

（前
橋
市
史

・
第
二
巻
）
、
御
嶽
衆
二
四
名
が
厩
橋
に
移
封
後
ま
も
な

く
、
厩
橋
周
辺
に
所
領
を
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
相
原
内
匠
助
の
表
高
が

最
も
高
く
、
頭
註
に

「
御
組
大
頭
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
前
記
の
ご
と
く

内
匠
助
が
、
組
頭
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
判
明
す
る
。

慶
長
五
年
の
関
が
原
戦
の
時
、
親
吉
は
、
会
津
の
上
杉
景
勝
を
牽
制
す
る
た

め
厩
橋
城
を
守
備
し
た
が
、
徳
川
秀
忠
が
信
濃
の
上
田
城
真
田
信
幸
を
攻
め
た

時
は
、
出
兵
し
て
い
る
。
こ
の
関
が
原
戦
に
関
す
る
も
の
で
、
金
桜
神
社
の
文

書
で
は
な
い
が
、
関
連
す
る
史
料
が
あ
る
の
で
次
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。

「　
鰍
議
付

濃
州
関
ヶ
原
御
陣
供
奉
由
緒
書

写

御
猿
之
儀
、
慶
長
五
子
年
濃
州
関
ヶ
原
御
陣
之
節
、
東
海
道
御
発
向
之
由

承
り
、
先
祖
今
沢
右
京
進
御
供
仕
度
旨
奉
願
上
候
二
付
、
平
岩
主
計
頭
殿

御
伺
被
下
候
処
、
御
聞
済
状
被
下
置
候
間
、
依
之
頃
日
百
六
拾
社
之
爾
宣

共
召
連
外
山
伏
十
七
人
も
同
様
二
被
願
上
候
二
付
、
平
岩
主
計
頭
殿
か
被

仰
渡
候
者
、
山
伏
十
七
人
可
致
同
道
旨
仰
付
有
之
、
依
之
韮
崎
宿
御
本
陣

二
而
待
合
致
同
道
候
、
ユ
十
七
人
之
内
、
差
当
ヅ
壱
人
病
気
、
右
二
付
壱
人

者
不
致
供
奉
侯
、
上
下
百
八
拾
五
人
一一而
信
州
木
曽
路
フ
罷
登
り
、
御
陣
中

江
参
着
仕
御
祈
薦

。
御
祓
献
上
仕
候
処
、
御
目
見
被
仰
付
、　
一
方
之
御
用

奉
蒙
候
事
、
山
伏
十
六
人
之
内
四
人
、
戦
場
掛
引
之
見
役
被
蒙
仰
候
事
、

依
而
各
重
泰
蒙
御
上
意
侯

（以
下

・
略

。
こ
の
あ
と
は
元
和
元
年
大
坂
の

陣
に
参
戦
の
こ
と
、
感
状
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。）
　

　

」

（
一
宮
町
海
野
寿
枝
家
文
書
）

こ
の
記
録
は
、
府
中
八
幡
神
社
神
主
今
沢
氏
の
先
祖
今
沢
右
京
進
が
、
国
中
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の
禰
宣

一
八
五
人
と
山
伏

一
六
人
を
引
き
つ
れ
て
、
関
ヶ
原
の
戦
に
参
戦
し
た

と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
『
甲
府
八
幡
宮
御
由
緒
弄
百
六
拾
社
之
覚
書
』
（市
内
愛
宕
町

小
山
謙
之
助
家
文
書
）
に
も
、
「慶
長
五
年
関
ヶ
原
御
陣
二
付
、

八
月
御
祈
濤

被
仰
付
候
二
付
、
九
月
朔
日
な
百
六
拾
社
之
神
主
共
参
篭
御
祈
願
フ
泰
始
、
昼

夜
不
退
奉
祈
、
三
日
満
願
之
日
者
大
々
神
楽
奉
執
行

（
下
略
Ｘ

と
あ
り
、
ま

た
、
『
甲
斐
国
志
』
・
府
中
八
幡
官
の
項
に
も
、
神
主
共
が
関
が
原
戦
に
参
戦
し

た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

御
嶽
衆
は
、
関
が
原
戦
の
時
は
、
上
州
厩
橋
に
あ

っ
て
平
岩
親
吉
の
軍
に
加

わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
は
参
加
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
当
時
の
他
の
神
主

・
山
伏
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
動
き
を
示
し
た
こ
と
は
興

味
深
い
も
の
が
あ
る
。

中
心
と
な
っ
た
今
沢
氏
は
、
も
と
西
郡
三
輪
明
神

（中
巨
摩
郡
甲
西
町
下
宮

地
）
の
神
官
で
、
西
郡
地
方
に
あ

っ
て
は
豪
族
で
あ

っ
た

（拙
考

「伝
嗣
院
蔵

写
本
大
般
若
経
奥
書
な
ら
び
に
同
寺
草
創
の
由
緒
に
つ
い
て
」
。
『
甲
斐
史
学
』

第
二
一
号
参
照
）
。
そ
し
て
、
今
沢
重
貞
―
右
近
三
郎
―
石
見
と
続
き
、
今
沢

石
見
の
時
、
武
田
晴
信
に
招
聘
さ
れ
て
府
中
八
幡
の
神
主
と
な
り

命
永
禄

四

年

。
今
川
氏
家
系
図

・
市
内
宮
前
町
山
八
幡
神
社
文
書
）
、
国
中

一
六
〇
社
の

神
主
職
の
触
頭
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
神
職
の
触
頭
と
し
て
の
地
位
は
、
近
世

に
お
い
て
も
継
続
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
神
官

・
山
伏
に
よ
る
関
が
原
戦

へ
の
参
加
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

と
、
徳
川
家
康
の
甲
斐
入
国
に
際
し
、
い
ち
早
く
参
加
し
て
士
分
と
な
り
、
平

岩
親
吉
に
附
属
し
て
行
動
し
て
い
っ
た
御
嶽
衆
に
対
し
、
行
動
を
起
し
か
ね
て

し
ま
っ
た
神
官
た
ち
、
と
く
に
触
頭
で
あ

っ
た
今
沢
石
見
が
、
関
が
原
戦
に
積

極
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
武
田
氏
時
代
の
権
威
を
う
る
こ

と
が
で
き
た
と
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
な
い
の
で
、
筆
者
の
推
論
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
甲
斐
の
神
社
が
新
し
い
支
配
体
制
に
組
み

こ
ま
れ
て
い
っ
た
、
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
か
。

三

関
が
原
戦
の
の
ち
甲
斐
の
領
主
浅
野
長
政

。
幸
長
父
子
が
紀
州
和
歌
山

へ
移

封
さ
れ
、
甲
斐
は
ふ
た
た
び
家
康
の
直
轄
領
と
な
り
、
平
岩
親
吉
が
三
万
石
加

増
さ
れ
て
六
万
三
千
石
を
領
し

（領
域
不
明
）、
甲
府
城
代
と
な
っ
た
。
そ
し

て
、
慶
長
八
年
、
家
康
の
第
九
子
義
直

（
五
郎
太
九
）
が
甲
斐
二
五
万
石
の
領

主
と
な
り
、
平
岩
親
吉
は
そ
の
ま
ま
城
代
と
し
て
、
義
直
の
伝
役
を
勤
め
る
こ

と
と
な
っ
た
。

平
岩
親
吉
の
甲
斐

へ
の
移
封
に
従

っ
て
、
御
嶽
衆
も
甲
斐
に
も
ど
る
。
『新

編
甲
州
古
文
書
』
に
は
、
慶
長
七
年

一
〇
月

一
〇
日
の
平
岩
親
吉

・
黒
印
状

。

知
行
之
事
が
載
せ
ら
れ
、
北
山
筋
上
石
田
の
内
五
〇
石

。
中
郡
大
田
輸
の
内
二

〇
石
の
計
七
〇
石
が
相
原
市
兵
衛
に
充
行
な
わ
れ

（原
本

・
神
前
文
書
）、
ま

た
、
次
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「　
　
覚

一　
弐
拾
石
　

西
郡
有
野
之
内

一　
弐
拾
八
石
四
斗
七
升
壱
合

北
山
長
塚
之
内

一　
三
拾
六
石
工
斗
二
升
九
合

中
郡
蒲
河
原
之
内

合
八
拾
五
石

右
之
分
相
渡
申
候
重
而

御
書
出
可
遺
之
候
己
上

―- 76 -―



（
慶
長
七
）

コ
十
月
廿
日
清
水
弥
兵
衛
　
黒
印

相
原
賀
平
次
殿

（原
本

・
神
前
文
書
、
『新
編
甲
州
古
文
書
』
に
は
、
註
で
現
存
せ
ず
、

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
相
原
賀
平
次
宛
の
文
書
を
、
慶
長

一
一
・
午

・

卯
月

一
四
日
と
し
て
い
る
。）

こ
の
よ
う
に
相
原
市
兵
衛

・
相
原
賀
平
次
宛
の
知
行
充
行
状
が
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
他
の
御
嶽
衆
に
も
、
甲
州
の
内
に
知
行
替
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
慶
長
九
年
、
義
直
領
と
な
っ
た
翌
年
に
次
の
よ
う
な
文
書
が
出
さ
れ

て
い
る
。
私孵衛
薇
移
Ｆ
候

御
知
行
改
替
之
事

北
山
筋
右
馬
左
衛
門
分

一　
三
拾
五
石
　
　
　
徳
行
村

万
力
筋
妥
女
分
西
保
下
村

合
五
拾
石

右
当
物
成
よ
り
被
返

進
之
由
御
意
候
以
上

（麗
長
九
）

壬
八
月
十
二
日
清
水
弥
兵
衛
⑩

鈴
木
三
右
衛
門
◎

相
原
内
匠
助
殿

（原
本

・
神
前
文
書
、
『
新
編
甲
州
古
文
書
』
に
は
、
相
原
内
匠
助
殿
の

次
の
行
に
、
異
筆
か
と
し
な
が
ら

「
御
代
官
所
分
」
と
い
う

一
行
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
二
八
七
番
の
文
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。）
　
　
　
　
　
」

清
水
弥
兵
衛

・
鈴
木
三
右
衛
門
は
、
平
岩
親
吉
の
家
司
で
あ
る
。
『
甲
斐
国

志
』
人
物
都
第
九
に
、
「按
！
一親
吉
所
三
釆
食
政
ル
之
地
分
明
ナ
ラ
ズ
、
今
所
在

二
蔵
ム
″
文
書

・
禁
制
等
フ
関
ス
！
一其
ノ
体
国
主
の
書
式
ノ
如
ン
敬
公
ノ
御
准
父
タ

ル
故
ナ
ル
ヘ
ン
」
と
あ
る
。
義
直
領
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
所
領
は
召

上
げ
ら
れ
、
改
め
て
翌
年
に
所
領
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て

甲
斐
国
志
に
あ
る
よ
う
に
、
親
吉
が
国
主
の
ご
と
き
形
式
で
文
書
を
発
給
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
文
中
に

「
御
意
侯
」
と
あ
り
、
国
主
義
直
の
御
意
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
義
直

に
よ
る
文
書
は
、
も
う

一
通
残
さ
れ
て
い

る
。

御
代
官
所
分

千
仁
百
仁
拾
仁
石
九
斗
三
升
二
合

春
日
井
下
小
日
井

九
百
六
拾
四
石
工
斗
六
升
壱
合

同

西
之
保

七
百
拾
壱
石
仁
斗
九
升
六
合

同

下
之
郷

高
合
仁
千
八
百
九
拾
八
石
七
斗

八
升
九
合

右
之
分
被
仰
付
候
　
以
上

（駆
長
十
一
年
力
）
　

　

渡
直
福
◎

十
月
十
六
日
　
　
切
彦
左
⑩

砂
彦
兵
印
ナ
シ

小
五
兵
◎
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相
原
内
匠
殿
（
原
本

・
神
前
文
書
）
　
　
　
」

『新
編
甲
州
古
文
書
』
で
は
、
こ
の
文
書
を
年
不
詳
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
〇
月

一
六
日
と
い
う
日
付
の
上
の
干
支
を
酉
と
し
た
た
め
で
、
こ
の
前
後
の

百
年
は
、
慶
長
二
年
か
同

一
四
年
で
、
義
直
の
領
有
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
う
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
原
文
書
を
み
る
と

「
丙
」
と
読
め
る

（『
甲
斐

国
社
記

・
寺
記
』
も
同
様

「
丙
」
と
し
て
い
る
。
古
文
書
学
の
上
で
は
あ
ま
り

例
が
み
ら
れ
な
い
が
、
千
支
の
子
の
方
と
す
れ
ば
、
慶
長

一
一
年
が

「
丙
午
」

の
年
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
な
ら
ば
義
直
領
有
時
代
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

慶
長

一
二
年
闘
四
月
、
徳
川
義
直
は
尾
張
に
移
り
、
平
岩
親
吉
も
こ
れ
に
従

っ
て
、
尾
張
犬
山
城

一
二
万
三
千
石
を
領
知
し
た
。

御
嶽
衆
は
、
先
述
の
社
記

・
寺
記
に
、
厩
橋
の
時
は
他
国
に
領
知
し
た
の
で

神
勤
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
度

（大
山
移
封
）
は
知
行
地
を
返

上
し
て
無
禄
に
な
っ
て
神
社
に
仕
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
際

一
部
の
者
は
平

岩
氏
に
従
い
、
現
在
も
尾
張
に
仕
え
て
い
る
。
神
社
に
戎

っ
た
神
主
は
二
十
数

名
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。
服
都
治
則
前
掲
書
に
平
岩
親
吉
に
仕
え
て
、
元

和
の
役

（大
坂
夏
の
陣
）
に
参
加
し
た
御
嶽
衆
と
し
て
、
三
〇
〇
石
相
原
内
匠

介

・
六
〇
石
相
原
九
左
衛
門

。
一
〇
〇
石
相
原
源
太
郎

。
一
〇
〇
石
相
原
七
郎

兵
衛

。
一
〇
〇
石
相
原
市
兵
衛

・
六
〇
石
相
原
七
郎
兵
衛

・
六
〇
石
井
上
善
右

衛
門
ら
が
あ
げ
ら
れ
、
大
山

へ
参
加
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
時
の
相
原
内
匠
介
は
二
代
目
友
昌
に
当
り
、
友
昌
は
慶
長

一
二
年
に
尾
州
に

従

っ
た
の
で
、
窪
寺
久
兵
衛
盛
仲
が
そ
の
跡
を
継
い
だ
。
こ
う
し
て
相
原
内
匠

介
の
一
人
は
尾
州
に
赴
き
、　
一
人
は
御
嶽
に
残

っ
て
社
人
と
な
っ
た
、
と
記
さ

れ
て
い
る
。
３
甲
斐
史
学
』
特
集
号
四
二
頁
）

ま
た
先
述
の
海
野
家
文
書
の
続
き
に
、
「元
和
元
卯
年
大
坂
御
陣
之
節
、
御

祈
濤
被
為
　
仰
付
難
有
奉
蒙
御
上
意
両
御
陣
治
，
天
下
大
平
二
属
ン
」
と
あ
り
、

今
沢
右
京
進
を
は
じ
め
と
す
る
神
主

・
山
伏
た
ち
も
、
大
坂
の
陣
に
参
加
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
御
嶽
衆
は
天
正

一
〇
年
の
徳
川
家
康
の
甲
斐
入
国
と
と
も

に
平
岩
親
吉
に
附
属
し
、
親
吉
の
移
封
と
と
も
に
厩
橋

。
甲
府

・
犬
山
と
武
士

生
活
を
経
験
し
て
、
ふ
た
た
び
神
職
と
な

っ
て
い
っ
た
経
過
を
、
「神
前
文
書
」

を
中
心
と
し
て
述
べ
て
み
た
。

「神
前
文
書
」
に
は
、
こ
の
外
に
、
江
戸
幕
府
の
朱
印
状
写

・
忠
長
立
願
状
・

柳
沢
氏
寄
進
状
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（市
史
編
さ
ん
委
員
）
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